
交 付 ⾦  募 集 要 領
申請受付期間：令和７年４⽉１⽇（⽕）∼６⽉27⽇（⾦）
           ※郵送の場合は、当⽇消印有効

京都府・公益財団法⼈京都府市町村振興協会

令和７年度

重点課題対応プログラム
【対象分野】

⼦育て 要配慮者⽀援
防災 多⽂化共⽣ 移住促進

    協働教育

基盤強化プログラム
【対象分野】

左記重点課題に限定されない
地域課題全般

地域交響プロジェクト交付⾦とは
京都府と（公財）京都府市町村振興協会が、交付⾦により、地域課題の解
決に向けた⾮営利活動が⾃⽴的に継続して実施できるよう、⽀援を⾏うも
のです。本交付⾦の申請先は、事業実施地域により異なります。詳しくは
裏表紙を確認してください。また、プログラムの詳細や申請書の様式等は
府ホームページに掲載しておりますので、右の⼆次元コードから確認して
ください。

対象団体：NPO法⼈・⾃治会・ボランティアサークルなど

（府教育委員会（社会教育課）所管）
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公公益益財財団団法法人人  京京都都府府市市町町村村振振興興協協会会かかららののおお知知ららせせ  

公益財団法人京都府市町村振興協会（以下、振興協会といいます。）

では、市町村振興宝くじ（サマージャンボ、ハロウィンジャンボ及びク

イックワン）の収益金を活用して、地域交響プロジェクト交付金をはじ

め府内市町村（京都市を除く。）の健全な振興発展を図るための様々な

支援事業を行っています。 

  

  

  

京都府内での宝くじ購入にご協力くださいますようお願いいたします。 



 

１１  ははじじめめにに  
 

  本本交交付付金金はは、、京京都都府府民民ののみみななささままかかららのの大大切切なな税税金金をを財財源源ととししてていいまますす。。

地地域域にに開開かかれれたた事事業業実実施施とと公公正正なな会会計計処処理理をを行行いいままししょょうう。。不不正正受受給給やや虚虚偽偽

報報告告等等はは、、団団体体のの信信頼頼をを損損なないいまますす。。  

 

（１）公公正正なな会会計計処処理理のの徹徹底底 
・会計処理は、日々、適切に行いましょう。また、複数の構成員等で確認できる体制

を整えましょう。 

 

（２）証証拠拠書書類類等等のの保保管管  
・交付申請事業に係る収支の証拠書類（帳簿や通帳、領収書等）は、事業実施年度終

了後、５年間の保管が必要です。 

・本交付金により購入した備品は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』(昭

和 40年大蔵省令第 15号)に定める期間、使用・保管が必要です。ラベル貼付や台帳

の作成を行い、適切に管理してください。 

なお、上上記記期期間間をを経経過過せせずずにに処処分分等等さされれたた場場合合はは、、交交付付金金のの返返還還をを求求めめるるここととががああ

りりまますす。。 

 

 

（３）交交付付事事業業調調査査 
・本交付金に係る予算が適正に執行されていることを確認するために、必必要要ががああるるとと

ききはは府府等等かからら報報告告をを求求めめたたりり、、現現地地調調査査等等をを行行ううここととががあありりまますす。。 
※調査の結果、虚偽の報告が発覚した場合、交付金の返還を求めることがあります。  

 

（４）不不正正受受給給・・虚虚偽偽報報告告等等へへのの措措置置 
・申請及び実績報告書類への虚偽の記載やそれに伴う不正受給は許されない行為です。 

・当該年度の交付金の返還を求めるだけではなく、過去の交付に対しても不正や虚偽

報告等があれば、交付金の返還を求めることがあります。 

（参考様式） 

・備品ラベル ・備品台帳 

 
 

№ 品名 

（品番） 

購入年月日 購入金額 保管期限 

（耐用年数） 

１ 

    

２ 

    

備品 No.１ 
 
令和〇年度京都府地域交響プロジ
ェクト交付金 
 
所有者：○○○○実行委員会 
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※※昨昨年年度度かかららのの主主なな変変更更点点ににつついいてて  
 

１ 人件費の単価上限について（12 ページ参照） 

１時間当たり 1,500 円が上限となります。 

 

２ 諸費の同一品目の複数購入について（12 ページ参照） 

  同一品目を複数購入する場合、対象経費は合計５万円（税込）までとなります。 

 

３ 備品購入費について（13 ページ参照） 

対象経費となるのは、１つの物品につき５万円（税込）までです。 

これに伴い、備品購入に係る相見積の取得は不要となります。 

 

４ 領収書の取扱いについて 

原則、領収書原本の提出は不要とし、領収書の写しのみの提出とします。 

※内容が確認できない領収書の写しは、交付対象外です。 

※領収書原本の提出を求める場合があります。 

 

地地域域交交響響ププロロジジェェククトトととはは 
地域交響プロジェクトとは、府民の安心・安全な暮らしのために、地域課題の解決に

向けた活動を支援する取組です。 

このプロジェクトでは、地域のみなさんが支え合い、周囲からの協力も得ながら継続

的に活動できる環境の醸成や他団体・行政等との連携・協働関係の構築を応援していま

す。 

申申請請書書類類にに係係るる注注意意  
申請に係る書類は、原則、提出後に修正・再提出することができません。書類提出の

際には、内容に間違いがないか、全ての書類がそろっているかを必ず確認してくださ

い。 

提出書類の一覧は、14 ページ「（１）必要書類」又は 20 ページ「関係書類チェック

リスト」にて確認することができます。 
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交付申請や交付決定、実績に関する状況等は、府ホームページで公表します。 

２２  申申請請かからら交交付付ままででのの流流れれ 

  事事 前前 相相 談談    

申請に当たって質問等がある場合は、あらかじめ府の相談窓口（裏表紙に記載）に相談

してください（申請受付期間外でも相談は可能です。）。 

※原則、交付申請後に書類の修正等はできませんので、不明な点は余裕をもって相談され

ることを推奨します。 

 

  交交 付付 申申 請請    

該当の申請窓口（裏表紙に記載）に、郵送又は持参により申請受付期間内（令和７ 年

４月１日～６月 27 日（郵送の場合は、当日消印有効））に必要書類を提出してください。 

なお、持参の場合は、申請受付期間の平日午前８時 30 分から 12 時、午後１時から５時

まで申請を受け付けています。 

 

  内内容容のの確確認認    

府が交付申請事業の内容について確認を行います。必要に応じてヒアリングを行う場合

があります。 

 

  交交付付金金意意見見聴聴取取会会    

交付申請事業について、学識経験者等で構成される『地域交響プロジェクト交付金意見

聴取会』で意見を聴き、交付決定の参考とします。 

 

  交交 付付 決決 定定    

申請された事業計画や収支予算をもとに、府（振興協会）が交交付付額額のの上上限限（（以以下下、、交交付付

決決定定額額ととすするる。。））を定めます。交付の可否については、文書で通知します。 

※交付決定には一定の時間を要します。交付決定時期の見通しについては、府の担当者ま

でお問い合わせください。 

 

  実実 績績 報報 告告    

府（振興協会）が、交付金の確定額を算出するために、申請団体に事業実績や収支決算

等（実際に事業実施に要した経費）の内訳の提出を求めるものです。 

事事業業完完了了後後 3300 日日以以内内（（たただだしし、、令令和和８８年年３３月月 1111 日日（（水水））以以降降にに完完了了ししたた事事業業はは令令和和８８

年年４４月月 1100 日日（（金金））ままでで））にに必必着着で府の窓口に、郵送又は持参により実績報告書類を提出

してください。 

提出期日までに実績報告書類の提出がない場合は、交付決定を取り消すことがあります

（詳詳細細はは、、府府ホホーームムペペーージジにに掲掲載載のの「「交交付付決決定定後後のの手手引引きき」」をを確確認認ししててくくだだささいい。。）。 

  

 

 

  交交付付金金額額のの確確定定・・交交付付    

府で実績報告書類を審査した後、交付金の確定額を文書で通知するとともに、交付を行

います。 

※原則は事業完了後の精算払です。実績報告の提出後、交付金額が確定されてから、おお

むね２週間で指定の口座へ振り込みます。 
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３３  地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金ププロロググララムムのの概概要要  
本交付金では、地域課題の解決に向けた活動が自立的に継続して実施できるよう、対象

経費の一部を支援しています。主なプログラムの概要は、下表のとおりです。 

 重点課題対応プログラム 
（詳細は７ページ）  

基盤強化プログラム 
（詳細は８ページ）  

対象団体 

地域住民が主体的に参画し、地域課題の解決に直接取り組む非営利団体 

例）ＮＰＯ法人、公益社団法人、公益財団法人、ボランティアサークル 

地縁型団体（自治会・町内会、老人クラブ、婦人会、子ども会、ＰＴ

Ａ等） 

  公共的団体（商工会、商工会議所、社会福祉協議会、観光協会）等 

対象事業 

特に地域の支えが必要とされる重

点課題（子育て・要配慮者支援・

防災・多文化共生・移住促進・協

働教育分野）の解決に向けた事業 

重点課題として掲げる６分野に限定

されない、地域課題の解決に向けた

事業 

対象期間 

令和７年４月１日～令和８年３月 31 日の間に着手し、完了する事業 

（支払を含む。） 

※申請日以前に完了している事業は、対象となりません。 

対象地域 京都府内において実施する事業 

事業要件 

「地域課題との関連性」、「地域住民の参画」、「持続性」、「公共

性」、「発展性」、「実現性」の６つの事業要件を全て満たすこと。 

※詳細は 10 ページを確認してください。  

交付対象 

経費 
1155 万万円円～～330000 万万円円 

交付額 

・・京京都都市市内内でで事事業業をを実実施施すするる場場合合  

府から交付対象経費の１／３以内を交付 

・・京京都都市市外外でで事事業業をを実実施施すするる場場合合  

府からの交付対象経費１／３以内交付に加え、振興協会からも交付対象

経費の１／３以内を交付 

対象経費 

・人件費  

・謝金（専門性を有する臨時的な事業協力者への講演料等） 

・旅費（事業協力者等に係る交通費等） 

・諸費（消耗品費、事務用品費、印刷費、使用料、手数料等） 

・外注費（個人事業主又は業者に発注して行う業務に係る費用） 

・備品購入費 

※対象経費の項目により、上限があります。詳しくは 11ページ以降を確認

してください。 

※上記のプログラムに追加して、団体運営力向上プログラムを活用できます。詳しくは９

ページを確認してください。 
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！！申申請請にに当当たたっっててのの注注意意点点！！  
  

（１）申請できる事業数について 
・11 団団体体当当たたりり 11 事事業業ののみみ申請できます。 

 

（２）交付対象団体について 

法人格を有する場合は、定款等により以下の要件を確認します。 

・余剰金の分配を行わないこと。 

・解散時に残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定め

ていること。 

また、以下の団体は、交付対象となりません。 

・特定の政治、宗教、思想等の普及を目的とする団体 

・特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを

目的とする団体 

・株式会社等の営利を主な目的とする団体 

・暴力団の統制下にある団体や暴力団員を構成員に含む団体など反社会的勢力と関係

がある団体 

 

（３）他の助成金制度等との併用について 
・国国やや府府のの他他のの補補助助制制度度をを併併用用すするるここととははででききまませせんん。。 

※市町村が申請窓口となり、国や府の予算が充当されている場合も含みます。 

・国国やや府府、、市市町町村村かかららのの委委託託等等をを受受けけてていいるる事事業業はは対対象象外外でですす。。  

・民間の助成制度や市町村独自の補助制度との併用は可能ですが、民間や市町村の制

度において併用を禁じている場合は、この限りではありませんのでご注意ください。  

 

（４）交付決定額について 
・本交付金は各プログラムの予算の範囲内で支援を行うため、予算額を上回る申請が

あった場合は、事業要件を満たしていても申請額より交付決定額が減額される場合

があります。 

交交付付金金がが交交付付さされれなないい場場合合もも想想定定ししてて事事業業計計画画をを策策定定ししててくくだだささいい。。 

 

（５）実績報告書の提出について 

・・事事業業完完了了後後 3300 日日以以内内 又は 令令和和８８年年４４月月 1100 日日（（金金））のいずれか早い

日までに府の窓口（京都府文化生活総務課府民協働係又は各広域振興局）に必必着着 
※実績報告書の記載方法など、詳細については府ホームページに掲載の「交付決定後

の手引き」を確認してください。 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html#houkoku 
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「協働教育」分野の募集について 

４４  各各ププロロググララムムのの詳詳細細 

  重重点点課課題題対対応応ププロロググララムム    
  

（１）重点課題対応プログラムとは 
特に地域の支えが必要とされる重点課題（子育て、要配慮者支援、防災、多文化共生、

移住促進、協働教育分野）の解決に向けた事業のうち、自立的な事業運営を目指すもの

を支援するプログラムです。 
 

（２）支援回数 
本プログラムの交付を受けられるのは、おおむね３回までです。 

 

（３）交付対象経費と交付率 

※京都市外で事業を実施する場合、府からの交付に加え、振興協会からも１/３交付されます。 
 

（４）課題分野と対象事業等 
分 野 対象となる事業内容 事 業 例 

子育て 

子育て中の親や子どもを対象とした子育て環境

日本一へ向けた取組（「協働教育」分野に該当

するものを除く。） 

・親子を対象とした子育てひろば 

・子育て相談会 

要配慮者

支 援 

高齢者や障がい者、ひきこもり状態にある方な

ど地域団体等による「共助」が必要な方を対象

とした支援の取組 

・専門家による相談会や勉強会 

・要配慮者向けの居場所づくり（健康

体操など） 

防 災 
地域住民を対象とした災害からの逃げ遅れゼロ

に向けた取組 

・避難行動計画（タイムライン、個別

避難計画等）作成のワークショップ 

・行動計画による避難訓練 

多文化 

共 生 

府内に居住する外国人の生活支援を目的とした

取組 

・地域住民との交流会 

・外国人向けの日本語教室や生活相談  

 会 

移住促進 府内地域への移住促進を目的とした取組 

・移住希望者向けの地域体験プログラ

ム、相談会 

・移住希望者と地域住民との交流会 

※本プログラム採択団体は、パパーートトナナーーシシッッププ・・ミミーーテティィンンググに参加していただきます。 

詳細については、10 ページを確認してください。 

 

 

 
地域の子どもに向けた学びの場づくりや体験活動などを対象事業とする「協働教育」分野について

は、府教育委員会（社会教育課）において、募集を行います。 

詳細は、以下のホームページを確認してください。  

ホームページ：https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoto-be/kyodokyoiku.html 

（問い合わせ先：府教育委員会（社会教育課） TEL 075-414-5884） 

交付対象経費 交 付 率（交付額）※千円未満切捨て 備 考 

下限額 上限額 

京都市内で 

事業実施 
京都市外で事業実施 

人件費を 

対象経費に含む 

※詳細は 

12 ページ参照 

京都府 京都府 振興協会 

15 万円 300 万円 
１／３以内 

（５～100 万円） 

１／３以内 

（５～100 万円） 

１／３以内 

（５～100 万円） 
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  基基盤盤強強化化ププロロググララムム    
  

（１）基盤強化プログラムとは 
重点課題として掲げる６分野に限定されない、地域課題の解決に向けた事業のうち、

自立的な事業運営を目指すものを支援するプログラムです。 
 

（２）支援回数 
本プログラムの交付を受けられるのは、３３回回ままででです。 

 

（３）交付対象経費と交付率 

交付対象経費 交 付 率（交付額）※千円未満切捨て 備 考 

下限額 上限額 

京都市内で 

事業実施 
京都市外で事業実施 

人件費は対象外 京都府 京都府 振興協会 

15 万円 300 万円 
１／３以内 

（５～100 万円） 

１／３以内 

（５～100 万円） 

１／３以内 

（５～100 万円） 

※京都市外で事業を実施する場合、府からの交付に加え、振興協会からも１/３交付されます。 

 

 

  

京京都都市市内内でで事事業業をを実実施施すするる場場合合（（対対象象経経費費 115500 万万円円のの場場合合））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

京京都都市市外外でで事事業業をを実実施施すするる場場合合（（対対象象経経費費 115500 万万円円のの場場合合））  

重点課題対応プログラムと基盤強化プログラムにおける交付金額の例 

8



 

 

（（追追加加支支援援メメニニュューー））団団体体運運営営力力向向上上ププロロググララムム    
  

（１）団体運営力向上プログラムとは 

団体の資質や運営力の向上を目的とした事業を支援するプログラムです。 

本プログラムは、重点課題対応プログラム及び基盤強化プログラム（以下、主要プロ

グラムという。）の追加支援となりますので、単単独独ででのの申申請請ははででききまませせんん。。 
 

（２）交付対象経費と交付率 

交付対象経費 交 付 率（交付額）※千円未満切捨て 備 考 

下限額 上限額※ 

京都市内で 

事業実施 
京都市外で事業実施 

各プログラム 

に追加して申請 

可能 

京都府 京都府 振興協会 

なし 30 万円 
１／３以内 

(～10 万円) 

１／３以内 

(～10 万円) 

１／３以内 

(～10 万円) 

※主要プログラムの交付対象経費が 30 万円未満の場合、本プログラムの交付対象経費上限額は、主要

プログラムの交付対象経費と同額となります。 
 

（３）対象となる取組 
① 各種助成金申請や資金調達に関する専門家等からの指導 

② 団体の信用力向上のための取組 
例：ホームページや冊子作成による団体情報の公開、事業内容の発表会・報告会の開催、 

第三者機関が実施する社会的認証の取得や評価 

③ 団体運営に関する学習会の開催、事業実施に必要な技能習得活動 
  例：資金調達、人材育成、事業のオンライン化等 

  ※個人資格の受験費用は対象外 

④ 団体構成員の募集活動 
 

（４）対象となる経費例等 

対象となる取組 項 目 対象となる経費例 

① 謝金 専門家への謝金 

② 外注費 

事業報告用のチラシ及び冊子のデザイン料 

ホームページ作成費 

→上限額は、団体運営力向上プログラムに係る対象経費総額の

２分の１（外注費以外の経費合計と同額） 

③ 旅費 
事業スタッフの研修への旅費 

→旅費の総額上限は、10万円 

④ 諸費 団体構成員募集に係るチラシ及び冊子印刷代 

※外注費について、１件当たり５万円（税込）以上の場合は、複数業者からの見積書により金額の妥

当性が判断できるものに限ります。 

※人件費は対象となりません。 

 

・本プログラムの交付申請をする場合は、「団体運営力向上活動計画書（別紙 1-5）」

（26 ページ）の提出が必要です。 

・交付額の算定については、主要プログラムに要する経費と本プログラムに要する経費か

ら、それぞれ交付額を算定（千円未満切捨て）し、それらを合算した額を交付決定額と

します。実績報告時に事業費が増加することがあっても、各プログラムの交付決定額を

超えて交付することはできません。  
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５５  事事業業要要件件  
交付決定を受けるには、以以下下のの事事業業要要件件をを全全てて満満たたすす必要があります。 

要 件 詳 細 対象とならない事業例 

地域課題 

との関連性 

 地域の実情や住民ニーズなどか

ら、地域課題や新たに創出したい

地域価値が明確にされていること 

 地域課題の解決や地域価値の創出

に資する事業であること 

 地域課題や地域の実情、住民ニ

ーズからかけ離れている事業 

 地域課題とその解決手法に関連

性が認められない事業（単なる

イベントや物産展の開催が目的

の事業など） 

地域住民 

の参画 

 地域住民が自主的・主体的に行

い、団体構成員以外の住民も自由

に参画できる事業であること 

 事業内容の大半をイベント会社

等に外注する事業 

 Ｗｅｂサイトの掲示板やＳＮＳ

を通じた文章による意見交換な

ど、インターネット上のみで実

施する、地域住民の交流や参画

を促進すると認められない事業 

持続性 

 人材や財源の確保など、一過性で

はなく、継続的に事業を実施する

ための取組を行っていること 

 事業の持続性を高める取組（人

材の育成、事業収入や寄附金の

確保など）を考慮していない事

業（地域課題が解決された場合

を除く。） 

公共性 

 地域に開かれた事業であり、効果

が広く住民に及ぶものであること 

 公正な会計運営に基づき事業を行

っていること 

 特定の趣味を持つ住民などに効

果が限定される事業 

発展性 

 これまでの取組の経験を踏まえ、

事業の自立的な運営や効果的な地

域課題の解決に向けた改善・工夫

を行っていること 

 自ら行う事業の検証や専門家に

よる助言等に基づく改善・工夫

がないまま継続する事業 

実現性 

 実現可能な事業計画が具体的に立

てられ、それが収支予算書や支出

予算内訳表に反映されていること 

 連携や協働が見込まれていること 

 事業の詳細が、申請書類等によ

り明らかでない事業 

 実施内容に対し、過大な支出が

含まれている事業 

 関係団体や地域住民との調整が

十分ではない事業 

 

 

 

 

  

パパーートトナナーーシシッッププ・・ミミーーテティィンンググへへのの参参加加ににつついいてて  
ＮＰＯや市町村、府など多様な主体が出会い、交流し、協力していくための関係性を築

いていく場として、「パートナーシップ・ミーティング」を開催しています。 

詳細は、府ホームページを確認してください。 

 

なお、開催案内については、重点課題分野を所管する府の担当課から案内することがあ

りますので、ご承知おきください。 

府ホームページ：https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/partnership_meeting.html 
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６６  対対象象経経費費  

対象となる経費は、次の項目を全て満たすものです。 

① 交付決定した事業を実施するために直接必要となるもの 

② 対象期間（令和７年４月１日～令和８年３月 31 日）内かつ事業実施期間（交付決定

日又は事前着手日～実績報告日）内に支払があるもの 

③ 要件を満たした領収書等により金銭の授受を確認することができるもの 

※詳細は、交付決定後の手引きを確認してください。 

④ 以下に該当しないもの 

 

項 目 対象経費（例） 対象外経費（例） 

謝

金 

 

○ 専門性を有する事業協力者への謝金（１名当たり） 

  

Ａ 団体構成員以外（外部協力者）へ支払う場合 

・臨臨時時的的なな事業協力に対する謝金 

 

単価上限：１時間当たり１万円、１日当たり５万円 
 

例：講演会講師やイベント登壇者 

有資格者によるイベント時の乳幼児一時預かり 

通年事業のうち、１回のみ依頼する研修会講師 等 

 

・通年事業において年間を通した事業協力に対する謝金 
 

単価上限：１時間当たり１万円、１月当たり５万円 
 

例：毎月１回実施する介護予防のための健康体操指導員 

 等 

Ｂ 団体構成員へ支払う場合 

・臨臨時時的的なな事業協力に対する謝金 
 

単価上限：１時間当たり１万円 

 ・１名当たりの上限額は、事業対象期間中５万円 

 

例：通年事業のうち、１回のみ担当する研修会講師 等 

  

 

○ 専門性を有さない事業協力者に対する

謝金 

○ 現金以外の物品等による謝礼（例：菓

子、金券） 

○ 上限額を超過した謝金 

○ 主要プログラムに係る謝金の 
上限額は、対象経費の１／３ 

 
※上限額の計算方法については、 
32 ページを参照してください。 

・事業で直接活用しないものや事業のためであっても申請内容にない経費 

・事業内容に対して、過度に高額な経費 

・経常的な団体運営に要する経費（家賃、月極駐車場代、事務所等の光熱水費、電

話・ネット回線など経常的にかかる通信費、理事会や定例会のための会場費など） 

・今年度使用した物品の補充や翌年度に使用するための物品購入費 

・個人給付に該当する又は類するもの（記念品、賞品（ノベルティ）、ワークショッ

プなどで制作し持ち帰る作品の材料費など） 

・食品全般（お茶、水などの飲料水を含む。） 

・租税公課（消費税を除く。） 

・個人や団体が所有する資産の価値を増加させるもの（建物の改修費用など） 

・用地取得費・補償費 

・対象事業以外の経費（交付金申請・相談に係る費用など） 

・府外で実施する事業に係る経費 
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項 目 対象経費（例） 対象外経費（例） 

（
重
点
課
題
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
） 

人

件

費 
 

 

○ 事業運営に係る調整用務や書類作成、事業の広報や資金

調達等の作業・活動に対する勤労の対価（報酬） 

・対象とする人件費の上限額を以下のとおり、各分野に 

設定します。 

・人件費を対象とする場合は、日報等の事業従事が確認 

できる書類の提出が必要です。 

（16 ページ Q4-2 参照） 

 

 

 

 

 

 

○ 本交付金の申請・実績報告書作成に係

る人件費 

○ パートナーシップ・ミーティング参加

に伴う人件費 

 

※基盤強化プログラム及び団体運営力向

上プログラムでは、対象となりませ

ん。 

旅

費 

○ 事業協力者（外部講師等）に係る交通費や宿泊費 

・宿泊費は事業実施に不可欠な場合のみ対象 

○ 事業実施に伴うスタッフ旅費 

○ パートナーシップ・ミーティング参加に伴う旅費 

 

○ スタッフ以外の事業参加者の旅費 

○ グリーン車料金 

○ 過度に高額な場合や食事代との切り分

けができない宿泊費 

○ 合理的な理由のない、最短ルート以外

での旅費 

○ 合理的な理由なく利用した、タクシー

や自家用車の旅費 

○ （海外から講師を招へいする場合） 

海外から国内までの渡航費 

○ 視察や先進事例調査等に関する旅費 

○ 京都府外への旅費 

○ 本交付金への申請や相談のための旅費 

諸

費 

○ 事業実施に必要な消耗品費や材料費で、単価が５万円

（税込）未満のもの 

（例：文具や模造紙等のワークショップ材料費等） 

・同一品目を複数購入する場合は、合計５万円（税

込）までを対象経費とします。 

○ 機材や車両等のレンタル代 

・機材や車両等のレンタル代とオペレーション費用等が

明確に区分できない場合は、全て外注費とします。 

○ 事業実施会場や設備の使用料 

○ 事業案内用チラシ等の印刷費 

○ 事業実施のための仮設会場の光熱水費や燃料費 

○ 講師との連絡調整や参加者募集のための郵便料 

○ 金融機関の振込手数料 

○ 事業実施に必要な資金をクラウドファンディングにより

調達する場合のクラウドファンディング利用手数料 

○ ボランティア保険料  

○ 販売用物品の購入費や材料費（試作品

の製作に要する場合を除く。） 

○ 翌年度のための備蓄用物品 

（例：プリンタインクや用紙類等） 

○ 図書カード等の金券類 

○ 団体印や名刺、団体事務所を示す看板

等の購入費や作成費 

○ レストランや喫茶店での打合せ等で食

費と切り分けできない会場代 

○ 個人給付に類するもの 

（例：ワークショップで参加者個人が

持ち帰る工作作品の材料費等） 

○ 食品全般（お茶、水などの飲料水を含

む。） 

○ 経常的な団体運営に利用する機器類や

ソフト使用料 

 

単価上限：公共交通機関利用の実費相当額 
総額上限：団体構成員については 10 万円 
・原則、公共交通機関を利用してください。 
・旅費は、合理的かつ経済的な経路で計算して
ください。上記以外の場合は、府が実費相当
額を再度算定し、対象額を減額することがあ
ります。 

※内容によっては、見積書の提出を求める場合
があります。 

単価上限：１時間当たり 1,500 円、１日当たり１万円 

対 象：活動１日当たり１名分のみ 
 
＜各分野の上限額＞ 
子育て、要配慮者支援・・50 万円 
防災・・・・・・・・・・12 万円 
多文化共生・・・・・・・25 万円 
移住促進・・・・・・・・25 万円 
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＜謝金及び人件費を支払う場合の留意点＞ 

・団体構成員か否かは、申請時に提出いただく「団体構成員一覧表」の記載内容により確

認します。 

・雇用関係がある場合は、労働時間の制限や労災保険への加入など、労働基準法等の法令

に基づき、適切な労務管理に努めてください。 

・所得税及び復興特別所得税について 

法人、個人、また人格のない社団や財団についても、源泉徴収義務者になります。謝金

や人件費を支払う際には、適切な源泉徴収、納税手続きを行ってください。詳しくは、

国税庁のホームページを確認するか、最寄りの税務署までお問い合わせください。 

  

項 目 対象経費（例） 対象外経費（例） 

外

注

費 

○ 事業実施に関し、個人事業主又は業者に発注して行う業

務に係る費用 

・チラシ、冊子、ロゴ等のデザイン作成 

・事業に係るホームページの作成や更新費用 

・写真や動画の撮影、編集、ＤＶＤ等作成 

・広告費用（メディア掲載料、新聞折込、ＳＮＳ有料広

告等） 

・レンタル機材等のオペレーション費用 

・試作品や衣装、看板等の作成費用 

・公演、出演料、執筆料（個人への謝金を除く。） 

・会場設営や会場警備、ゴミの処分費 

・イベント実施に伴う臨時的な電設工事等 

○ １件当たり５万円（税込）以上の場合は、複数の事業者

からの見見積積書書により金額の妥当性を判断することができ

るものに限り、対象経費とします。 

○ 非事業者の個人に対する外注費 

○ 団体ホームページの管理運営費用 

○ 事業の企画・運営の委託料 

○ 建築物（仮設を含む。）の設置や、

修繕、改築工事費用 

○ エアコン等、土地や建物に付帯する

設備の設置費用や修繕費用 

○ 複数の事業者からの見積書により金

額の妥当性を判断できないもの 

備
品
購
入
費 

○ 単価５万円（税込）以上の物品 
○ 団体の経常的な運営に利用する物品 

（例：テレビ、パソコン、プリン  

タ、カメラ等） 

○ 自動車 

○ レンタルにより事業実施可能な物品

（例：テント、音響機材等） 

 

・外注費の上限額は、対象経費の１／２ 
 
※上限額の計算方法については、33 ページを参照

してください。 

・単価５万円（税込）以上の物品を購入する場合

でも、対象経費となるのは、１つの物品につき

５万円（税込）までです。 

 
※実績報告時に、購入した備品を使用した様子が
分かる写真等を求める場合があります。 

「「地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金」」採採択択にに係係るるチチララシシ等等広広報報媒媒体体へへのの記記載載ににつついいてて  

事業実施に当たり、「地域交響プロジェクト交付金」の採択事業であることが分かるように、チ

ラシ等広報媒体に本交付金名を可能な限り記載してください。 

【記載方法】 

・文字で「地域交響プロジェクト交付金採択事業」と記載してください。 

・交付決定前に発行される広報媒体等へ記載する場合は、「地域交響プロジェクト交付金申請中」

としてください。 
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７７  申申請請方方法法  
（１）必要書類 

以以下下のの書書類類をを印印刷刷しし、、郵郵送送又又はは持持参参にによよりり提提出出ししててくくだだささいい。。京都市外で事業を実施

する場合は、府と振興協会宛ての交付申請書（第 1 号様式）及び事前着手届を１部ずつ

作成し、提出してください。その他の書類については、１部のみ提出してください。 

 提出に当たっては、関係書類チェックリストを用いて必ず確認を行ってください。 
※★マークがついた書類は提提出出必必須須書書類類です。その他の書類は該当する場合のみ提出してください。 

書類名 備 考 ページ 

交付申請書（第１号様式） 

★府分 - 

18 
振興協会分 

京都市外で事業を実施する場合のみ、

提出してください。 

事前着手届 

府分 

交付決定前に事業を実施する（支払が

発生する）場合のみ、提出してくださ

い。 
19 

振興協会分 

上記の場合に加え、京都市外で事業を

実施する場合のみ、提出してくださ

い。 

★関係書類チェックリスト - 20 

★事業計画書（別紙 1-1） - 21 

★事業継続実施計画書（別紙 1-2） - 23 

★収支予算書（別紙 1-3） - 24 

★支出予算内訳表（別紙 1-4） - 25 

団体運営力向上活動計画書（別紙 1-5） - 26 

★口座振替依頼書（別紙 1-6） - 27 

★口座番号・口座名義人が確認できる書類 
通帳の見開き１ページ目の写し、 

キャッシュカードの写し等 

 

複数業者からの見積書（相見積） 

※１件当たり５万円（税込）以上の外注を伴

う場合 

相見積がない場合は、金額の妥当性が

確認できないため、対象経費とするこ

とができません。 

★定款・会則及び団体構成員一覧表 以前、府に提出したことがある場合で

も、改めて提出してください。 事業の概要が分かる資料 

※消費税の仕入税額控除について、該当する場合は、府ホームページに掲載している様式にて報告

してください。 

※交付申請様式は、府ホームページからダウンロードして利用してください。 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html#boshuyoryo 

 

（２）申請窓口 
・単独の市町村を事業実施地域とする場合 
 事業実施地域を所管する市町村役場又は本庁もしくは各広域振興局 

 

・本庁又は各広域振興局が所管する地域内で複数の市町村を事業実施地域とする場合 

当該地域を所管する本庁又は各広域振興局 

（例：宇治市と城陽市で事業を実施する場合→山城広域振興局） 

 

・本庁又は各広域振興局が所管する地域をまたいで複数の市町村を事業実施地域とす

る場合 

主な事業実施地域を所管する本庁又は各広域振興局 

（例：主に亀岡市で事業を実施するが、一部向日市でも実施する場合→南丹広域振興局） 

※申請窓口の詳細は、裏表紙を確認してください。 
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８８  よよくくああるる質質問問ににつついいてて  
（１）交付金の申請 
Q1-1 京都府外で実施する事業は対象となりますか。 

 京都府外で実施する事業は対象外です。 

 

Q1-2 交付決定を受ける前に事業を始めることは可能ですか。 

 交付決定後の事業着手が原則ですが、「事前着手届」（19ページ）の提出があれば可能

です。事前着手の日付は、対象期間である令和７年４月１日以降かつ交付申請日以降とな

ります。なお、事前着手届を提出されても交付を保証するものではありません。 

 

Q1-3 年度末（３月 31 日）までに事業が完了できない見込みですが、申請することは

できますか。 

 交付対象経費は年度単位で区切られるため、年度内に完了しない事業については、採択

できません。 

※交付決定後に、年度末（３月 31 日）までに事業完了できない可能性が生じたときは、

速やかに府の窓口まで連絡してください。 
 

（２）経費の取扱い 
Q2-1 レンタカーに給油したガソリン代は対象経費となりますか。 

レンタカーの使用期間とガソリン代の領収書の日付が一致しているなど、交付申請事業

のためにのみ用いたことが明確に判断できる場合に限り、対象とします。 

 

Q2-2 タクシー代や高速道路料金は対象経費となりますか。 

 公共交通機関を利用することが難しい（例：公共交通空白地域へ移動する必要があった、

交通不便地等への移動時間の都合上タクシーや高速道路を利用せざるを得なかった等）と

判断できる場合に限り、対象とします。 
 

（３）交付決定後の手続き 
Q3-1 団体名等が変更になりました。何か手続きは必要ですか。 

 団体名、代表者、所在地、連絡先、定款等の団体情報が変更となった場合は、「交付申

請書記載事項変更届」を提出してください。併せて、変更した書類（定款、口座振替依頼

書等）がある場合はそれらも提出してください。 

 

Q3-2 団体の自己資金が少なく、事業実施に必要な経費の支払が困難です。 

実績報告書を提出する前に、交付金を受け取ることはできますか。 

財政基盤が脆弱かつ支払が困難で事業実施に支障をきたす等、正当な理由がある場合に

限り、事業を実施するために最低限必要な金額を「概算払請求書」によって府に請求する

ことができます。なお、請求できる上限額は、交付決定額の１／２です。 

※振興協会分は、概算払ができません。 

※概算払を行った場合は、交付額の確定後に確定額の残額を交付します。 

（例）概算払額 50 万円、確定額 100 万円 → 残額 50 万円を交付 

なお、確定額が概算払額を下回った場合は、過払分の返還が必要です。 

（例）概算払額 50 万円、確定額 40 万円 → 過払 10 万円を返還 
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Q3-3 交付決定時よりも多く事業費が必要になりました。 

交付決定額を上回って交付を受けられますか。 

 交付決定額を超える金額は交付できません。 

 

Q3-4 想定よりも収入が多く、交付金が不要となりました。 

この場合も、実績報告書の提出は必要ですか。 

 事業は実施するが、本交付金以外の収入が増えた等の理由で交付金が不要となった場合

は、「交付申請取下書（参考様式）」（30 ページ）を提出してください。 

手続き後、実績報告書の提出は不要となります。 

 

Q3-5 計画していた事業の一部が、変更・中止となる予定です。 

この場合に必要な手続きは何ですか。 

 書面による変更承認手続きが必要となる場合があります。 

事業の変更・中止が生じる場合は、実施前に必ず府の窓口へ相談してください。 

 

Q3-6 災害の発生により、事業が中止となりました。 

この場合、事業の準備にかかった経費は対象経費に含まれますか。 

 災害の発生等、やむを得ないと認められる事情がある場合のみ、対象経費に含めること

ができます。なお、変更の規模により変更承認手続きが必要となる場合がありますので、

速やかに府の窓口へ相談してください。 

 

Q3-7 団体の自己都合により、計画していた事業が全て実施できなくなりました。 

この場合に必要な手続きは何ですか。 

 「中止（廃止）承認申請書（第３号様式）」（29 ページ）を提出してください。 
 

（４）実績報告や交付金の支払 
Q4-1 どのような領収書（写し）の提出が必要ですか。 

宛名（申請団体名）、金額、但し書き（支出内容）、発行年月日、金銭受領者の情報が

正確に記載された領収書の写しを提出してください（未記載、不鮮明など内容が確認でき

ない場合は、交付対象外です。）。 

詳しくは、右の二次元コードから「交付決定後の手引き」を確認してください。 

【注 意】 

領収書等は対象経費の支出根拠となる重要書類ですので、金銭受領者

に正確な記載を求めてください。申請団体で追記・修正・切断されたも

のは、交付対象外です。 

【宛名について】 

原則、領収書の宛名は申請団体の正式名称の記載が必要です。その他の宛名で発行さ

れた場合は、立替者宛ての領収書（支出内容が分かるもの）に加え、立替者から団体宛

ての立替払領収書を発行し、添付してください。ただし、やむを得ず代表者個人宛てで

領収書が発行されてしまった場合のみ、代表者個人宛ての領収書の写しでも対象となり

ます。 

 

Q4-2 重点課題対応プログラムにおいて、人件費を支払う予定ですが、日報には何を記

録すればいいですか。 

 受領者の氏名、住所、業務日時、業務内容、金額、事業実施地域、受領日、受領印（自

署可）が記録された日報を提出してください。 

※参考様式を府ホームページに掲載していますので、活用してください。 
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Q4-3 公共交通機関を利用した事業スタッフの旅費について、公共交通機関が発行する

領収書の提出が必要ですか。 

 必要事項を記載した一覧表を領収書の代わりとして提出しても構いません。 

必要事項は、受領者の氏名、住所、移動日、用務先、用務内容、発着地、移

動手段、受領日、金額、事業実施地域、受領印（自署可）です。 

※参考様式を府ホームページに掲載していますので、活用してください。 

 

 

★★そそのの他他支支援援制制度度等等のの案案内内  
（事業内容が変更される場合がありますので、最新の情報は府ホームページを確認してください。）  

（１）伴走支援メニューについて 
地域交響プロジェクトでは、交付金のほかにも専門家派遣やセミナー等の伴走支援に

より地域活動を支えています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）スタートアップ支援プログラムについて 
新たに団体を立ち上げ、「重点課題対応プログラム」に該当する事業を行う団体に向

けて、専門家による団体運営や事業へのアドバイスと交付金の両面からサポートするプ

ログラムです。 
※スタートアップ支援プログラムは、主要プログラム等との併用はできません。 

詳細は、府ホームページを確認してください。 

府ホームページ：https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/start-up.html 

 

●●専専門門家家派派遣遣事事業業  
府が地域活動団体等に専門家を派遣し、様々なアドバイスを行います。 

相談内容に応じて、ファンドレイザー、中小企業診断士、デザイナー、先駆的活動実

践者などを派遣します。 

・専門家の詳細については、府ホームページを確認してください。 

・派遣回数は、１テーマにつき最大５回まで、１回２時間程度です。 
 

●●ＮＮＰＰＯＯ・・地地域域活活動動スステテッッププアアッッププ講講座座  

地域課題の解決に取り組む団体の様々な課題やニーズに応えるセミナーを年に数回開

催します。資金調達や広報、人材確保など、団体のステップアップに役立つ内容を、講

師とともに学んでいきます。アーカイブ配信もあり、都合の良い時間や場所で知識を身

につけることができます。 

 

●●学学生生××地地域域つつななががるる未未来来ププロロジジェェククトト  

地域活動団体と大学生がチームとなり、府がコーディネートをしながら、一緒に地域

課題の解決に向けた活動に取り組むプロジェクトです。新たな地域活動の担い手を創出

するとともに、対話による新しいアイデアの創出や新しく出会う人材と協力して活動す

るノウハウの取得等、団体の運営力の向上などを目指せます。 

 

 

※伴走支援メニューは、交付金申請の有無にかかわらず、別途活用できます。 
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第１号様式（第４条関係） 

令令和和７７年年度度京京都都府府地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金  

交交 付付 申申 請請 書書  
  年  月  日 

京都府知事 様 

 

団 体 名  

代

表

者 

役 職  

ふ り が な  

氏 名  

京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱に基づき、関係書類を添えて、次のとおり交付を

申請します。なお、この申請書及び関係書類に記載している内容は、全て事実と相違ないことを

誓約します。 

申 請 額    ，０００円（収支予算書下欄の「交付申請額」欄と一致） 

＜団体の概要＞ 

団体所在地 

（〒    ―     ） 

 

電 話 番 号  ＦＡＸ  

P C メール 
ア ド レ ス 

 構成人数             人 

＜交付申請に関する連絡先 ※代表者と同じ場合は記入不要＞ 

担

当

者 

ふりがな  

氏 名  

書類送付先 

住 所 

（〒    －     ） 

 

 

電 話 番 号  ＦＡＸ  

P C メール 

ア ド レ ス 
 

（京都府使用欄）※記入しないでください。      交付決定額      ，０００円 

京都市外で事業を実施する場合は、京都府及び振興協会宛てをそれぞれ１

部ずつ作成する必要があります。各様式は、府ホームページからダウンロ

ードしてください。 

９９  申申請請様様式式  
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令令和和７７年年度度京京都都府府地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金  

事事 前前 着着 手手 届届  
 

京都府知事 様 

 

団 体 名  

所 在 地 

〒 

 

 

代

表

者 

役 職  

ふ り が な  

氏 名  

当団体が申請の令和７年度京都府地域交響プロジェクト交付金に係る事業について、交付決定前

に着手しますので、届け出ます。なお、申請事業が交付決定されない場合にあっても、異議を申し

立てないことを誓約します。 

１ 事前着手の理由 
（該当するものに✔） 

☐ 事業目的の完遂のためには、速やかな事業実施が必要なため。 

☐ その他 

（                             ） 

２ 着手(予定)年月日 
（事前準備を含む事業開始日） 

      年   月   日 

 

京都市外で事業を実施する場合は、京都府及び振興協会宛てをそれぞれ１

部ずつ作成する必要があります。各様式は、府ホームページからダウンロ

ードしてください。 
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令和７年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

関関係係書書類類チチェェッッククリリスストト    

  

※ これまでに本交付金の交付を何回受けましたか。（今今回回のの申申請請はは含含めめまませせんん。。） 

  無  ・      回（うち、重点課題対応プログラム  回 基盤強化プログラム  回 ）   

◆ 書類を全て添付のうえ、団体確認欄にチェック（✓）を入れてください。 

   

団体名： 

関 係 書 類 
団体 

確認欄 

① 交付申請書（第１号様式(第４条関係)） ※京都市外で事業を実施する場合は、府と振興

協会宛ての①、②を１部ずつ作成し、提出して

ください。 

③以降は 1部のみ提出してください。 

 

② 事前着手届 
※※交交付付決決定定前前にに事事業業をを実実施施すするる場場合合ののみみ、、必必須須  

③ 事業計画書（別紙１－１）  

④ 事業継続実施計画書（別紙１－２）  

⑤ 収支予算書（別紙１－３）  

⑥ 支出予算内訳表（別紙１－４）  

⑦ 団体運営力向上活動計画書（別紙１－５）  ※※該該当当ががああるる場場合合ののみみ、、必必須須  

⑧ 口座振替依頼書（別紙１－６）  
⑨ 口座番号・口座名義人を確認することができる書類 

（通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの写し等）  

⑩ 複数の事業者からの見積書（相見積） 
※※５５万万円円以以上上のの外外注注をを伴伴うう場場合合はは、、必必須須  

⑪ 定款・会則  

⑫ 団体構成員一覧表  

⑬ 事業概要の分かる資料（チラシ、パンフレット等）  

※ 消費税の仕入税額控除等について、該当する場合は、HPに掲載している様式にてご報告ください。

（ https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html#sonotayoushikidownload ） 

 事業を実施する上で、相相談談したいことがありましたらご記載ください。 

 

 専門家派遣事業の利用を希望する場合は、 

「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 
☐希望する（分野：          ）   ☐現在利用中 

 何で「地域交響プロジェクト交付金」を知りましたか。 

該当する箇所にチェック（✔）を付けてください。 

☐紹介（                 ）  ☐Facebook 

☐ＨＰ  ☐募集要領を見て（               ） 

☐その他（                        ） 

 地域力メーリングリスト（京都府の地域活動関係者約 2,000 人が登録するメーリングリスト）へ 

参加を希望する場合は、「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 

☐希望する 

登録するメールアドレス

（           ） 

 代表者氏名、メールアドレスを府関係課に提供することについて、同意しない場合は、 

「同意しない」にチェック（✔）を付けてください。 
☐同意しない 
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   令和７年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

（別紙１－１） 
団体名：             

事事 業業 計計 画画 書書  

本本交交付付金金でで取取りり組組むむ事事業業ににつついいてて、、記記載載ししててくくだだささいい。。  

（１）プログラム  重点課題対応プログラムについては、主な分野１つに☑を入れてください。 

重点課題対応プログラム 
□子育て □防災 □多文化共生 □移住促進 
□要配慮者支援 
□高齢者支援 □ひきこもり支援 □障がい者支援  
□その他（                ） 

□基盤強化プログラム 

（２）実施地域 事業を実施する市区町村名・地域名 

□京都市以外の府内市町村のみで実施する事業 
□京都市内及びその他府内市町村で実施する事業 
□京都市内のみで実施する事業 

（市・町・村） 

（区・地域等） 

（３）事業名  

 

（４）実施期間 

  年  月  日 ～    年  月  日 

（５）対象者 ※簡潔に 

 

（６）解決したい地域課題及びその現状を記載してください。※300 字程度 
 

（７）解決したい地域課題の背景を記載してください。※300 字程度 
 

（８）交付申請事業内容を具体的に記載してください。※300 字程度 
 

（９）地域課題との
関連性 

交付申請事業が、地域課題の解決にどのようにつながるのかを記載してください。
※300 字程度 

 

記載例は府ホームページを確認してください。 
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   令和７年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

（別紙１－１） 

（１０）地域住民 
の参画 

団体構成員以外の地域住民等には、どのような協力者がいますか。また、地域住民
等が主体的に事業へ参画、協力できるよう、どのような工夫を行っているか記載し
てください。※300 字程度 

 

（１１）持続性 
継続的な事業実施のため、協力者や事業収入及び寄附金などを、具体的にどのよう
に確保していくのか記載してください。※300 字程度 

 

（１２）公共性 
広く地域・住民に開かれた事業とするためにどのような工夫を行っているのか、又
は行っていく予定なのか記載してください。※300 字程度 

 

（１３）発展性 
これまでの取組を踏まえて、交付申請事業がどのように発展するのか、取組や工夫
の内容を記載してください。※300 字程度 

 

（１４）スケジュール ※行は適宜増やして記載してください。 
日時（時期） 企画名及び内容 場所 対象者 目標人数 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
（１５）今年度の事業終了後、この事業により、地域社会（又は受益者）がどのように変化するのか、数

値目標を含めて記載してください。※300 字程度 
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令和７年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

（別紙１−２） 
                     

事事  業業  継継  続続  実実  施施  計計  画画  書書  

１．この事業を通じて最終的に目指す地域社会、受益者の姿や事業の到達目標はどのようなものか、記載し
てください。※200 字程度  

 
 
 
 

 
２．最終的な到達目標を目指し、２２年年後後（（翌翌年年度度末末））に事業がどのように変化しているか記載してください。 
（１）今後の活動予定、数値を含めた具体的な目標（事業の回数・参加人数等）を記載してください。 

※200 字程度 
 
 
 
 

（２）（１）を踏まえ、団体や活動がどのように変化しているか記載してください。※200 字程度 

 
 
 
 
（３）（１）を踏まえ、地域社会（又は受益者）がどのように変化しているか記載してください。 

※200 字程度 
 
 
 
 

 
３．本交付金の支援終了後、活動を継続していくために行う以下の取組について記載してください。 

（１）資金調達について ※150 字程度 

 
 
 
 

（２）団体の運営・事務局体制について ※150 字程度 

 
 
 
 

 
 
４．以下については、昨年度までに本交付金の交付実績がある団体のみ記載してください。 

（１）これまでの取組の課題や改善点を記載してください。※150 字程度 

 
 
 
 

（２）（１）に対して、課題解決や改善に向けて行っている取組を記載してください。※150 字程度 

 
 
 
 

 

団体名：             

記載例は府ホームページを確認してください。 
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令和７年度地域交響プロジェクト交付金　申請書類

（別紙１－３）

団体名：

収収  支支  予予  算算  書書

１１　　収収　　入入

項　目 金 額(円) 備　考

0

0

市町村補助金

民 間 助 成 金

自 己 資 金 0

収入合計（B）（＝支出合計（E）） 00

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金

外部講師等謝金

重点課題対応プログラムのみ

団体構成員旅費 上限額:合計10万円

外部講師等旅費

上限額：対象経費の１／２

0 0 0

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

京都市内分 京都市外分

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 0

４４　　交交付付申申請請額額算算出出表表（（千千円円未未満満切切捨捨てて））

（対象事業分） （団体運営力向上プログラム分）

・京都府分 00 ＋＋ ＝＝

・市町村
　振興協会分

00 ＋＋ ＝＝

↑別紙１－５から転記 ↑交付申請書に転記

（別紙１－５から転記）

交 付 金 (A)
京都府分

交付率１／３
市町村振興協会分（※京都市のみで事業を実施する場合は交付対象外）

※※交交付付申申請請事事業業にに関関すするる収収支支をを記記載載ししててくくだだささいい。。

※１,２,４の太枠内は必ず記載してください。
　３は該当する場合のみ記載してください。

内　訳
市町村補助金・民間助成金の名称や、事業収入の
積算単価・数量等を具体的に記載してください。

上限額：対象経費の１／３

事 業 収 入
（※京都府使用欄）
うち、対象外経費（D）への充当

項　　　目
支出予算
内訳表No.

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

備　考

・（該当する場合のみ）団体運営力向上プログラム分
　対象経費合計額

謝 金

対象経費計（C）

対象外経費（D）

京都府使用欄

（交付申請額）

00

00

項　　　目
支出予算
内訳表No.

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

備　考

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

備 品 購 入 費

記載例は府ホームページを確認してください。
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令和７年度地域交響プロジェクト交付金　申請書類

（別紙１－４）

No.
団体名：　

支出
項目 ※収支予算書の支出項目を選択してください

単価（円） 数量 （単位）

※支出予算内訳表は、収支予算書の支出項目ごとに作成してください
※行が足りない場合は、追加して作成してください
※紙原本に加え、電子データも併せて提出してください

小計

うち京都市内分

うち京都市外分

金額（円） 実施地域

支支  出出  予予  算算  内内  訳訳  表表

積算内訳支出内容
（何に支出するかを簡潔に

記載してください）

支出目的
（事業計画書の内容と対応させて、

支出の目的・理由を記載してください）

記載例は府ホームページを確認してください。
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令和７年度地域交響プロジェクト交付金　申請書類

（別紙１－５）

団体名：

交付金事業実施地域：

単価（円） 数量 （単位）

■ 交付申請額（団体運営力向上プログラム分）  

京都府分

市町村振興協会分

↑予算書下欄に転記

■区分の欄には、以下のいずれかを記載してください。
①　各種助成金申請や資金調達に関する専門家等からの指導
②　団体の信用力向上のための取組
　　例：ホームページや冊子作成による団体情報の公開、事業内容の発表会・報告会の開催、第三者機関が実施する社会的認証の取得や
　　　　評価
③　団体運営に関する学習会の開催、活動実施に必要な技能習得活動
　　例：資金調達、人材育成、事業のオンライン化等　※個人資格の受験費用は対象外
④　団体構成員の募集活動

団 体 運 営 力 向 上 活 動 計 画 書

合計

積算内訳
金額（円）区分 支出内容実施内容支出項目

記載例は府ホームページを確認してください。
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令和７年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

 

（別紙１－６） 

口口  座座  振振  替替  依依  頼頼  書書 

  年  月  日 

京都府知事 様 

（公財）京都府市町村振興協会理事長 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府地域交響プロジェクト交付金については、以下の口座に振り込んでください。 

※口口座座情情報報にに誤誤りりががああるるとと振振込込不不能能ととななりりまますすので、十分に確認の上、記載してください。 
※ゆうちょ銀行の場合は、他の金融機関からの振込の際に利用する「店名・預金種目・口座番号」を記載してください。 

 
 

団 体 名  

所 在 地 

〒 

 

 

代

表

者 

役 職  

ふ り が な  

氏 名  

金融機関名  

支 店 名  

口座種別  普通 ・ 当座 

口座番号  

口座名義人 
（フリガナ） 

 

委委  任任  状状  

口口座座名名義義人人がが団団体体代代表表者者とと異異ななるる場場合合等等はは必必ずず記記載載ししててくくだだささいい。  

  年  月  日 

委任者（申請団体） 

団 体 名： 

代表者職名： 

氏 名： 

 京都府地域交響プロジェクト交付金の受領に関する権限を以下の者に委任します。 

受任者（口座名義人） 

住 所： 

氏 名： 

印 

記載例は府ホームページを確認してください。 
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第２号様式（第６条関係） 

令令和和７７年年度度京京都都府府地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金  

事事 業業 変変 更更 承承 認認 申申 請請 書書  
  年  月  日 

京都府知事 様 

団 体 名  

所 在 地 

〒 

 

 

代

表

者 

役 職  

ふ り が な  

氏 名  

 年  月  日付けで交付決定のあった交付金に係る事業を次のとおり変更したいので、承認

を申請します。 

１ 変更の理由  

２

変

更

の

内

容 
（１）事業の内容  

（２）対象事業費 変更前 円 変更後 円 

（３）交付申請額 変更前 ，０００円 変更後 ，０００円 

３ 添付書類 
（必要に応じて添付） 
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第３号様式（第７条関係） 

令令和和７７年年度度京京都都府府地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金  

中中止止（（廃廃止止））承承認認申申請請書書  
  年  月  日 

京都府知事 様 

団 体 名  

所 在 地 

〒 

 

 

代

表

者 

役 職  

ふ り が な  

氏 名  

 年  月 日付けで交付決定のあった交付金に係る事業を次のとおり中止（廃止）したいので、

承認を申請します。 

１ 中止（廃止）の理由  

２ 中止（廃止）の時期      年   月 
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（参考） 

令令和和７７年年度度京京都都府府地地域域交交響響ププロロジジェェククトト交交付付金金  

交交 付付 申申 請請 取取 下下 書書  
  年  月  日 

京都府知事 様 

 

団 体 名  

所 在 地 

〒 

 

 

代

表

者 

役 職  

ふ り が な  

氏 名  

   年 月 日付けで申請しました以下の事業の交付申請を取り下げます。 

事業名  

取り下げの理由  
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収収  支支  予予  算算  書書

１１　　収収　　入入

項　目 金 額(円) 備　考

300,000

300,000

市町村 補 助金 200,000

事 業 収 入 400,000
（※京都府使用欄）
うち、対象外経費（D）への充当

収入合計（B）（＝支出合計（E）） 11,,220000,,000000

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

0 900,000 900,000

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

京都市内分 京都市外分

9 300,000

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 1,200,000

備　考

※※交交付付申申請請事事業業にに関関すするる収収支支をを記記載載ししててくくだだささいい。。

※１,２,４の太枠内は必ず記載してください。
　３は該当する場合のみ記載してください。

内　訳
市町村補助金・民間助成金の名称や、事業収入の
積算単価・数量等を具体的に記載してください。

交 付 金 (A)
京都府分

交付率１／３
市町村振興協会分（※京都市のみで事業を実施する場合は交付対象外）

○○市　市民協働事業サポート補助金

○○ひろば参加費（1,000円×200人、2,000円×100人）

項　　　目
支出予算
内訳表No.

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

項　　　目
支出予算
内訳表No.

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

対象経費計（C）

備　考

対象外経費（D）

１１００  記記載載事事項項にに関関すするる注注意意点点  

（（１１））対対象象外外経経費費のの取取扱扱いい  
 

 

 

  

①収入合計（Ｂ）（120 万

円）が対象経費計（Ｃ）

（90万円）を超過してい

るため、超過している分

は交付金（Ａ）から差し

引かれます。 

②ただし、対象外経費があ

る場合は、事業収入の一

部を対象外経費に充当す

ることができますので、

交付金（Ａ）は、減額と

なりません。 

＜収支予算書イメージ＞ 

※ 注注意意点点    

本本交交付付金金のの対対象象ととななららなないい経経費費（（対対象象外外経経費費））のの取取扱扱いいににつついいててはは、、以以下下ののととおおりり

でですす。。  

  

・収収支支予予算算書書（（2244 ペペーージジ））のの対対象象外外経経費費（（ⅮⅮ））欄欄はは、、原原則則記記載載不不要要でですす。。  

・収入合計（Ｂ）が対象経費計（Ｃ）を超過する場合は、交付金（Ａ）から超過分が

差し引かれます。ただし、対象外経費（Ｄ）があり、対象外経費（Ｄ）に事業収入

を充当できる場合は、交付金（Ａ）は、減額となりません。 

・対象外経費（Ｄ）を計上する場合は、対象外経費（Ｄ）に係る支出予算内訳表の提

出が必要です。 

 

 

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 400,000 400,000

外部講師等謝金 400,000 400,000

200,000 200,000

団体構成員旅費 60,000 60,000

外部講師等旅費 40,000 40,000

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

0 1,500,000 1,500,000

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

項　　　目

備 品 購 入 費

謝 金

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

対象経費計（C）

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 200,000 200,000

外部講師等謝金 150,000 150,000

200,000 200,000

団体構成員旅費 60,000 60,000

外部講師等旅費 40,000 40,000

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

0 1,050,000 1,050,000

京都市内分 京都市外分

対象外経費（D） 450,000

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 1,500,000

謝 金

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

項　　　目 金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

対象経費計（C）

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

備 品 購 入 費

項　　　目 金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

（（２２））謝謝金金がが上上限限額額をを超超過過ししたた際際のの申申請請書書のの記記載載方方法法ににつついいてて  
謝金の上限額は、対象経費計（Ｃ）の１／３です。謝金が上限を超過した場合は、超

過分を対象外経費（Ｄ）として計上してください。 

 具体的な計算方法は以下のとおりです。 
 

１１  謝謝金金がが上上限限額額をを超超過過ししたた場場合合（（具具体体例例））  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

２２  計計算算後後ににおおけけるる申申請請書書記記載載例例（（確確定定版版））  

 

  
 

 

  

  

  

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））110055 万万円円  

（（内内訳訳））㋑㋑  謝謝金金 3355 万万円円 

㋒㋒  謝謝金金以以外外 7700 万万円円 

対対象象外外経経費費（（ＤＤ））4455 万万円円  

 

⇒ 謝金は対象経費計（Ｃ）の 

１／３（35 万円）となる。 

 

 

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））115500 万万円円  

（（内内訳訳））㋐㋐  謝謝金金 8800 万万円円 

㋒㋒  謝謝金金以以外外 7700 万万円円 

 

⇒ ㋐が対象経費計（Ｃ）の 

１／３（50 万円）を 

上回っている。 

㋒㋒  

㋐㋐  

㋒㋒  

㋑㋑  

修修正正方方法法  

① ㋐を、㋒の１／２にする。 

⇒謝謝金金 3355 万万円円 

 

② 差額の 45 万円は 

対対象象外外経経費費（（ＤＤ））とする。 
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収収  支支  予予  算算  書書

１１　　収収　　入入

項　目 金 額(円) 備　考

300,000

300,000

市町村 補 助金 200,000

事 業 収 入 400,000
（※京都府使用欄）
うち、対象外経費（D）への充当

収入合計（B）（＝支出合計（E）） 11,,220000,,000000

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

0 900,000 900,000

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

京都市内分 京都市外分

9 300,000

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 1,200,000

備　考

※※交交付付申申請請事事業業にに関関すするる収収支支をを記記載載ししててくくだだささいい。。

※１,２,４の太枠内は必ず記載してください。
　３は該当する場合のみ記載してください。

内　訳
市町村補助金・民間助成金の名称や、事業収入の
積算単価・数量等を具体的に記載してください。

交 付 金 (A)
京都府分

交付率１／３
市町村振興協会分（※京都市のみで事業を実施する場合は交付対象外）

○○市　市民協働事業サポート補助金

○○ひろば参加費（1,000円×200人、2,000円×100人）

項　　　目
支出予算
内訳表No.

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

項　　　目
支出予算
内訳表No.

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

対象経費計（C）

備　考

対象外経費（D）

１１００  記記載載事事項項にに関関すするる注注意意点点  

（（１１））対対象象外外経経費費のの取取扱扱いい  
 

 

 

  

①収入合計（Ｂ）（120 万

円）が対象経費計（Ｃ）

（90万円）を超過してい

るため、超過している分

は交付金（Ａ）から差し

引かれます。 

②ただし、対象外経費があ

る場合は、事業収入の一

部を対象外経費に充当す

ることができますので、

交付金（Ａ）は、減額と

なりません。 

＜収支予算書イメージ＞ 

※ 注注意意点点    

本本交交付付金金のの対対象象ととななららなないい経経費費（（対対象象外外経経費費））のの取取扱扱いいににつついいててはは、、以以下下ののととおおりり

でですす。。  

  

・収収支支予予算算書書（（2244 ペペーージジ））のの対対象象外外経経費費（（ⅮⅮ））欄欄はは、、原原則則記記載載不不要要でですす。。  

・収入合計（Ｂ）が対象経費計（Ｃ）を超過する場合は、交付金（Ａ）から超過分が

差し引かれます。ただし、対象外経費（Ｄ）があり、対象外経費（Ｄ）に事業収入

を充当できる場合は、交付金（Ａ）は、減額となりません。 

・対象外経費（Ｄ）を計上する場合は、対象外経費（Ｄ）に係る支出予算内訳表の提

出が必要です。 

 

 

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 400,000 400,000

外部講師等謝金 400,000 400,000

200,000 200,000

団体構成員旅費 60,000 60,000

外部講師等旅費 40,000 40,000

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

0 1,500,000 1,500,000

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

項　　　目

備 品 購 入 費

謝 金

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

対象経費計（C）

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 200,000 200,000

外部講師等謝金 150,000 150,000

200,000 200,000

団体構成員旅費 60,000 60,000

外部講師等旅費 40,000 40,000

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

0 1,050,000 1,050,000

京都市内分 京都市外分

対象外経費（D） 450,000

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 1,500,000

謝 金

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

項　　　目 金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

対象経費計（C）

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

備 品 購 入 費

項　　　目 金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

（（２２））謝謝金金がが上上限限額額をを超超過過ししたた際際のの申申請請書書のの記記載載方方法法ににつついいてて  
謝金の上限額は、対象経費計（Ｃ）の１／３です。謝金が上限を超過した場合は、超

過分を対象外経費（Ｄ）として計上してください。 

 具体的な計算方法は以下のとおりです。 
 

１１  謝謝金金がが上上限限額額をを超超過過ししたた場場合合（（具具体体例例））  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

２２  計計算算後後ににおおけけるる申申請請書書記記載載例例（（確確定定版版））  

 

  
 

 

  

  

  

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））110055 万万円円  

（（内内訳訳））㋑㋑  謝謝金金 3355 万万円円 

㋒㋒  謝謝金金以以外外 7700 万万円円 

対対象象外外経経費費（（ＤＤ））4455 万万円円  

 

⇒ 謝金は対象経費計（Ｃ）の 

１／３（35 万円）となる。 

 

 

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））115500 万万円円  

（（内内訳訳））㋐㋐  謝謝金金 8800 万万円円 

㋒㋒  謝謝金金以以外外 7700 万万円円 

 

⇒ ㋐が対象経費計（Ｃ）の 

１／３（50 万円）を 

上回っている。 

㋒㋒  

㋐㋐  

㋒㋒  

㋑㋑  

修修正正方方法法  

① ㋐を、㋒の１／２にする。 

⇒謝謝金金 3355 万万円円 

 

② 差額の 45 万円は 

対対象象外外経経費費（（ＤＤ））とする。 
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２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 50,000 50,000

外部講師等謝金 50,000 50,000

50,000 50,000

団体構成員旅費 30,000 30,000

外部講師等旅費 20,000 20,000

250,000 250,000

1,500,000 1,500,000

50,000 50,000

0 2,000,000 2,000,000

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

備 品 購 入 費

項　　　目

謝 金

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

対象経費計（C）

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 50,000 50,000

外部講師等謝金 50,000 50,000

50,000 50,000

団体構成員旅費 30,000 30,000

外部講師等旅費 20,000 20,000

250,000 250,000

500,000 500,000

50,000 50,000

0 1,000,000 1,000,000

京都市内分 京都市外分

1,000,000

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 2,000,000

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

備 品 購 入 費

項　　　目

謝 金

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

対象経費計（C）

対象外経費（D）

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

項　　　目 金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

（（３３））外外注注費費がが上上限限額額をを超超過過ししたた際際のの申申請請書書のの記記載載方方法法ににつついいてて  
  外注費の上限額は、対象経費計（Ｃ）の１／２です。外注費が上限額を超過した場合

は、超過分を対象外経費（Ｄ）として計上してください。 

具体的な計算方法は以下のとおりです。 
 

１１  外外注注費費がが上上限限額額をを超超過過ししたた場場合合（（具具体体例例））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

２２  計計算算後後ににおおけけるる申申請請書書記記載載例例（（確確定定版版））  

 

 

 

 

修修正正方方法法  
①  ㋐を、㋒と同額にする。  

⇒ 外外注注費費 5500 万万円円 

 

② 差額の 100 万円は 

対対象象外外経経費費（（ＤＤ））とする。 

  

  

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））110000 万万円円  

（（内内訳訳））㋑㋑  外外注注費費 5500 万万円円  

㋒㋒  外外注注費費以以外外 5500 万万円円 
対対象象外外経経費費（（ＤＤ））110000 万万円円  

 

⇒ 外注費は対象経費計（Ｃ）の 

１／２（50 万円）となる。 

  

  

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））220000 万万円円  

（（内内訳訳））㋐㋐  外外注注費費 115500 万万円円 

㋒㋒  外外注注費費以以外外 5500 万万円円 

 

⇒ ㋐が㋒を上回っている。 

㋒㋒  

㋒㋒  

㋒㋒  

㋑㋑  

㋒㋒  

㋐㋐  
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１１１１  パパーートトナナーーシシッッププセセンンタターー所所在在地地・・連連絡絡先先  

府内各パートナーシップセンターにおいては、本交付金以外にもみなさんの活動を支える様々な

セミナーやミーティングなどの企画・運営を行っています。 

詳細は府ホームページを確認するか、以下の窓口までお問い合わせください。 

 

府庁ＮＰＯパートナーシップセンター（文化生活部 文化生活総務課） 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

TEL 075-414-4212 FAX 075-414-4230 

山城ＮＰＯパートナーシップセンター（山城広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒611-0021 宇治市宇治若森７－６ 

TEL 0774-22-5122 

京都丹波パートナーシップセンター（南丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒621-0851 亀岡市荒塚町１－４－１ 

TEL 0771-24-8430 FAX 0771-24-4683 

中丹パートナーシップセンター（中丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒625-0036 舞鶴市字浜2020 

TEL 0773-62-2031 FAX 0773-63-8495 

丹後ＮＰＯパートナーシップセンター（丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855 

TEL 090-5159-5952 FAX 0772-62-5894 

対応時間 8:30～17:15 （土日祝日、年末年始 12/27～1/4 を除きます。）  
  

  
★地地域域交交響響ププロロジジェェククトトののホホーームムペペーージジ  

hhttttppss::////wwwwww..pprreeff..kkyyoottoo..jjpp//cchhiiiikkiikkookkyyoo//iinnddeexx..hhttmmll  

  

  
 

 

 

 

 

地地域域力力メメーーリリンンググリリスストトにに参参加加ししまませせんんかか？？  

 京都府では、他団体の方々との様々な情報発信の場として、「地域力メーリングリス

ト」を運営しています。府の地域活動関係者等約 2,000 人が登録するメーリングリストに

参加して、活動情報等の発信に積極的にご活用ください。 

※参加希望の場合は、関係書類チェックリスト(20 ページ)の下部「希望する」に ✔ してください。 

  

 

 

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 50,000 50,000

外部講師等謝金 50,000 50,000

50,000 50,000

団体構成員旅費 30,000 30,000

外部講師等旅費 20,000 20,000

250,000 250,000

1,500,000 1,500,000

50,000 50,000

0 2,000,000 2,000,000

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

備 品 購 入 費

項　　　目

謝 金

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

対象経費計（C）

２２　　支支　　出出　　（項目ごとに支出予算内訳表を別途添付）

京都市内分 京都市外分

団体構成員謝金 50,000 50,000

外部講師等謝金 50,000 50,000

50,000 50,000

団体構成員旅費 30,000 30,000

外部講師等旅費 20,000 20,000

250,000 250,000

500,000 500,000

50,000 50,000

0 1,000,000 1,000,000

京都市内分 京都市外分

1,000,000

支出合計（E）（＝対象経費計（C）＋ 対象外経費（D）） 2,000,000

金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

備 品 購 入 費

項　　　目

謝 金

人 件 費

旅 費

諸 費

外 注 費

対象経費計（C）

対象外経費（D）

３３　　対対象象外外経経費費　　（収入が支出を超過する場合のみ記載）

項　　　目 金 額(円)
（京都市内分＋京都市外分）

（（３３））外外注注費費がが上上限限額額をを超超過過ししたた際際のの申申請請書書のの記記載載方方法法ににつついいてて  
  外注費の上限額は、対象経費計（Ｃ）の１／２です。外注費が上限額を超過した場合

は、超過分を対象外経費（Ｄ）として計上してください。 

具体的な計算方法は以下のとおりです。 
 

１１  外外注注費費がが上上限限額額をを超超過過ししたた場場合合（（具具体体例例））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

２２  計計算算後後ににおおけけるる申申請請書書記記載載例例（（確確定定版版））  

 

 

 

 

修修正正方方法法  
①  ㋐を、㋒と同額にする。  

⇒ 外外注注費費 5500 万万円円 

 

② 差額の 100 万円は 

対対象象外外経経費費（（ＤＤ））とする。 

  

  

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））110000 万万円円  

（（内内訳訳））㋑㋑  外外注注費費 5500 万万円円  

㋒㋒  外外注注費費以以外外 5500 万万円円 
対対象象外外経経費費（（ＤＤ））110000 万万円円  

 

⇒ 外注費は対象経費計（Ｃ）の 

１／２（50 万円）となる。 

  

  

対対象象経経費費計計（（ＣＣ））220000 万万円円  

（（内内訳訳））㋐㋐  外外注注費費 115500 万万円円 

㋒㋒  外外注注費費以以外外 5500 万万円円 

 

⇒ ㋐が㋒を上回っている。 

㋒㋒  

㋒㋒  

㋒㋒  

㋑㋑  

㋒㋒  

㋐㋐  
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１１２２  相相談談・・申申請請窓窓口口    

主な事業実施地域を所管する府又は各市役所・町村役場が申請窓口となります。 

詳細については、下表を参照してください。 
※※令令和和７７年年４４月月１１日日以以降降はは、、名名称称等等がが変変更更ととななるる可可能能性性ががあありりまますすののでで、、ああららかかじじめめごご了了承承くくだだささいい。。 
  

  

市市町町村村のの窓窓口口（（申申請請窓窓口口））  

 
 府府のの窓窓口口  

（（相相談談、、申申請請、、問問いい合合わわせせ等等））  

京
都 

 

乙
訓 

京 都 市 → 京都府 文化生活総務課 
 

京都府 

文化生活部 文化生活総務課 

〒602-8570 

京都市上京区下立売通新町西入 

薮ノ内町 

TEL 075-414-4453 

FAX 075-414-4230 

 

向 日 市 広聴協働課 
〒617-8665 向日市寺戸町中野 20  

TEL 075-874-1409 FAX 075-922-6587  

長 岡 京 市 自治・共助振興室 
〒617-8501 長岡京市開田 1-1-1  

TEL 075-955-3164 FAX 075-951-5410  

大 山 崎 町 企画財政課 
〒618-8501 大山崎町字円明寺小字夏目 3  

TEL 075-956-2101 FAX 075-957-1101  

山 
 

城 

宇 治 市 市民協働推進課 
〒611-8501 宇治市宇治琵琶 33   

山城広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携推進課 

〒611-0021 

宇治市宇治若森 7-6 

TEL 0774-21-2049  

FAX 0774-22-8865 

TEL 0774-20-8721 FAX 0774-20-8778  

城 陽 市 市民活動支援課 
〒610-0195 城陽市寺田東ノ口 16・17  

TEL 0774-56-4001 FAX 0774-56-3999  

八 幡 市 市民協働推進課 
〒614-8501 八幡市八幡園内 75  

TEL 075-983-5749 FAX 075-983-3593  

京 田 辺 市 市民参画課 
〒610-0393 京田辺市田辺 80  

TEL 0774-64-1314 FAX 0774-64-1305  

木 津 川 市 学研企画課 
〒619-0286 木津川市木津南垣外 110-9  

TEL 0774-75-1201 FAX 0774-75-2701  

久 御 山 町 企画財政課 
〒613-8585 久御山町島田ミスノ 38  

TEL 075-631-9992 FAX 075-632-1899  

井 手 町 企画財政課 
〒610-0302 井手町大字井手小字東高月 8  

TEL 0774-82-6162 FAX 0774-82-5055  

宇治田原町 企画財政課 
〒610-0289 宇治田原町大字立川小字坂口 18-１  

TEL 0774-88-6632 FAX 0774-88-3231  

笠 置 町 企画調整課 
〒619-1303 笠置町大字笠置小字西通 90-1  

TEL 0743-95-2306 FAX 0743-95-2961  

和 束 町 まちづくり応援課 
〒619-1295 和束町大字釜塚小字生水 14-2  

TEL 0774-78-3002 FAX 0774-78-2799  

精 華 町 自治振興課 
〒619-0285 精華町大字南稲八妻小字北尻 70  

TEL 0774-95-1934 FAX 0774-93-2233  

南 山 城 村 企画政策課 
〒619-1411 南山城村大字北大河原小字久保 14-１  

TEL 0743-93-0107 FAX 0743-93-0444  

南 
 

丹 
亀 岡 市 市民力推進課 

〒621-8501 亀岡市安町野々神 8  
南丹広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携推進課 

〒621-0851 

亀岡市荒塚町 1-4-1 

TEL 0771-24-8430    

FAX 0771-24-4683 

TEL 0771-25-5002 FAX 0771-22-6372  

南 丹 市 地域振興課 
〒622-8651 南丹市園部町小桜町 47  

TEL 0771-68-0019 FAX 0771-63-0653  

京 丹 波 町 企画情報課 
〒622-0292 京丹波町蒲生蒲生野 487 番地 1  

TEL 0771-82-3801 FAX 0771-82-2700  

中 
 

丹 

福 知 山 市 まちづくり推進課  
〒620-8501 福知山市字内記 13-1  

中丹広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携推進課 

〒625-0036  

舞鶴市字浜 2020 

TEL 0773-62-2031  

FAX 0773-63-8495 

TEL 0773-24-9174 FAX 0773-23-6537  

舞 鶴 市 市民協働推進課  
〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044  

TEL 0773-66-1073 FAX 0773-62-9891  

綾 部 市 市民協働課 
〒623-8501 綾部市若竹町 8-1  

TEL 0773-42-4248 FAX 0773-42-4406  

丹 
 

後 

宮 津 市 企画課 
〒626-8501 宮津市字柳縄手 345-1   

丹後広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携推進課 

〒627-8570 

京丹後市峰山町丹波 855 

TEL 0772-62-4300  

FAX 0772-62-5894 

TEL 0772-45-1664 FAX 0772-25-1691  

京 丹 後 市 政策企画課 
〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷 889  

TEL 0772-69-0120 FAX 0772-69-0901  

伊 根 町 企画観光課 
〒626-0493 伊根町字日出 651  

TEL 0772-32-0502 FAX 0772-32-1333  

与 謝 野 町 企画財政課 
〒629-2292 与謝野町字岩滝 1798-1  

TEL 0772-43-9015 FAX 0772-46-2851  


